
 

－融資２２－ 

静清信用金庫 

カーライフプラン「ＷＥＢ完結型」 
令和 6年 4月 1日現在 

１.商品名 せいしん自動車ローングッド「カーライフプラン『ＷＥＢ完結型』」 

２.融資対象 

・申込時の年齢が満１８歳以上の方 

・安定継続した収入がある方 

・当金庫の営業地区内に居住または勤務されている方 

・当金庫に普通預金口座をお持ちの方 

・運転免許証またはパスポートを保有している方 

・犯収法上の取引時確認が済んでいる方（契約までに済ませられる方） 

・当金庫への届出内容が本人確認書類と相違ない方 

・保証会社「（一社）しんきん保証基金」の保証が受けられる方 

・その他当金庫基準に該当する方 

３.資金使途 

・ 本人またはお申込人のご家族（配偶者・親・子・孫）が使用する自家用自動車・オートバ

イ（原付含む）、自転車（電動アシスト自転車、ロードバイク、クロスバイク等）の購入資

金、車検・修理費用、自動車パーツ・オプションの購入・取付費用、自動車保険費用、運

転免許取得費用、車庫設置費用、電気自動車用充電設備の購入・設置費用 

・ 借換資金は不可 

４.融資金額 ・１０万円以上１，０００万円以内（1 万円単位） 

５.融資期間 ・３ヵ月以上１５年以内 

６.融資利率 ・固定金利型 年１．８５％（保証料を含む） 

７.返済方法 
・毎月元利均等分割返済 

・融資金額の５０％以内でボーナス時増額返済の併用もできます 

８.担保 ・不要 

９.保証人 ・原則不要 （一社）しんきん保証基金の保証を受けていただきます 

10.融資形式 ・証書貸付 

11.手数料 

・返済条件を変更する場合は以下の手数料が必要となります 

消費者ローン返済条件変更手数料 

※令和4年1月4日以降に契約と

なった融資が対象 

全額繰上返済 

6,600円 

一部繰上返済 

その他の条件変更 

※償還期限の延長・返済金額の変更・金利変更（金利

引上げは除く）など 

                                                         （手数料には消費税を含む） 

12.苦情処理措置・ 

紛争解決措置 

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または営業推進部お客さまの声担

当（9 時～17時、電話：0120-0988-50）にお申し出ください。 

紛争解決措置 静岡県弁護士会（電話：054-252-0008）および東京弁護士会（電話：

03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話：03-3595-8588）、第二東京弁護士会

（電話：03-3581-2249）の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能です

ので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業推進部または

全国しんきん相談所（9時～17時、電話：03-3517-5825）にお申し出ください。

なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。 

13.その他 

・融資金は支払先への振込みとします。 

・資金使途確認書類は、振込先が記載されているものに限ります。 

・ お申込みおよび契約方法は、ＷＥＢのみとなります。 

・ 審査の都合上、ご契約手続きを「来店型」に変更させていただく場合がございますので、

あらかじめご了承ください。 

・お申込みに際しては事前の審査をさせていただきます。なお、仮審査時にご入力いただいた

内容とご提出いただいた資料等が相違した場合、仮審査の結果にかかわらず、ご希望に沿え

ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

・ご融資につきましては、審査の結果によってご希望に沿えない場合がございますので、あら

かじめご了承ください。 

・ご返済額の試算については当金庫の本支店にお問い合わせください 

 

 


